
平成 29年 1月 18日庁議資料 

区      民      部 

 

 

上天草市と文京区との相互協力に関する協定の締結について 

 

 

１ 目的 

  上天草市と文京区は、「湯島」という同じ地名の縁により築かれてきた人々の繋がり

を契機に、両自治体の友好をさらに深めるとともに、双方の地域社会の発展に寄与する

ことを目的として、各種施策及び事業の相互協力に関する協定を締結する。 

 

２ 協定書（案） 

  別紙のとおり 

 

３ 締結式 

 ⑴ 日程 

   平成 29年 2月 17日（金） 

 ⑵ 場所 

   文京区教育センター（文京区湯島四丁目 7番 10号） 

 ⑶ 出席者 

   上天草市長、文京区長 

 

４ 上天草市の位置 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島原市 熊本市 

雲仙岳 

上天草市 

湯島 



別紙 

上天草市と文京区との相互協力に関する協定（案） 

 

 

上天草市と文京区は、「湯島」という同じ地名の縁により築かれてきた人々の繋がりを契機とし

て、次のとおり相互協力に関する協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、上天草市及び文京区が各種施策及び事業について相互に協力し、もって地域社

会の発展に寄与することを目的とする。 

 

 （相互協力） 

第２条 前条の目的を達成するため、相互に協力する事業は、次のとおりとする。 

⑴ 上天草市と文京区の住民の交流に関すること。 

⑵ 観光及び産業の振興に関すること。 

⑶ 災害時における相互の応援に関すること。 

⑷ その他本協定の目的を達成するため上天草市及び文京区が必要があると認めた事業 

 

 （連絡調整） 

第３条 双方は、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定め、本協定による相互協力の円滑な推進

を図るものとする。 

 

 （その他） 

第４条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義を生じた事項及び本協定の実施に関し

必要な事項については、双方の協議により定めるものとする。 

 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、双方署名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

熊本県上天草市大矢野町上１５１４番地 

上天草市 

代表者 上天草市長  

 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者 文京区長  

 


